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第１　地域における交通安全の進め方

１　平成22年の交通死亡事故の特徴

平成22年交通事故死者数の内訳（状態別）

○死者数66人中の45人が高齢者で、前年より21人増加し、全
死者数の68.2％を占めたこと。

○高齢運転者による死亡事故が17件発生し、前年より10件、
142.9％も増加したこと。

○歩行中の死者が32人で、前年より13人、68.4％増加し、そ
のうち27人、84.4％が高齢者で、10人も増加したこと。

自転車 5人（8％）
自動二輪車 4人（6％）
原付車 3人（5％）

自動車
22人
（33％）

歩行者
32人
（48％）
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２　住民参加型交通安全活動の重要性
　これまで各関係機関・団体により、交通安全に関する普及
啓発活動が推進されてきましたが、高齢化に伴い高齢者の交
通事故は増加傾向にあります。
　こうした状況下で、自らが安全な交通行動を実践するとと
もに、自分だけではなく、地域の交通安全に貢献していくよ
うな、住民自身による住民のための交通安全活動が大切で
す。
　つまりは、住民参加型交通安全活動の普及・促進が、極め
て重要となってきています。　

３　地域における交通安全活動の進め方
　地域における交通安全活動を進めるに当たっては、市町村
の関係課、警察署、交通安全協会や交通安全母の会等の交通
安全関係団体と連携を密にして、助言や協力を積極的に受け
るようにすることが大切です。

　★地域における交通安全活動

  次のような活動を実施することにより、地域住民等の交通
ルール・マナーの向上、交通安全意識の高揚が図られます。
①　街頭活動

　児童・生徒の登下校時における通学路での交通安全指
導、公民館等高齢者の集まる施設周辺での高齢歩行者や自
転車利用高齢者に対する交通安全指導等、街頭での交通安
全指導を行う。　

②　訪問活動
  交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を重点に各家庭
の自宅を訪問し、反射材の配布、交通安全啓発チラシ等を
活用した交通安全指導等を行う。
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③　交通安全教育　
　町内会活動、老人クラブ活動、子ども会活動等を利用
し、参加者の年齢等に応じた交通安全教室を開催する。
　特に高齢者に対しては、自らが体験し考えることが重要
であることから、反射材の効果実験等を内容とした参加・
体験・実践型の交通安全教室等を開催する。

１　子どもの交通事故防止

　★子どもの特性と歩行中の交通事故

　子どもは、判断能力や知識が発達途上であり、小さい子ど
もほど１つのものに注意が向くと周りのものが目に入らなく
なります。
　子どもの交通事故の主な要因としては、信号のない交差点
での安全確認を怠ったこと、横断歩
道以外の場所を横断したこと、道路
に飛び出したこと、などが挙げられ
ます。
　また、小さい子どもほど、飛び出
しの割合が高く、交通ルールを知ら
ないために違反してしまうケースが多く、子どもの交通事故
防止には、次のことが大切です。

①　運転者は、子どもが急に横断する可能性があることを常
　に意識し、子どもを見かけたら、減速・徐行するなど、安
　全な速度で走行する。

第２　交通事故の防止対策
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②　保護者は、小さな子どもと歩道等を歩くときには、車の
　通る側を保護者が歩き、また、子どもと手をつなぐなど道
　路に飛び出しさせないよう注意する。
③　保護者等は、子どもの安全の手本となるよう交通安全の
　ルールやマナーを遵守して行動するよう心掛ける。

　★子どもの歩行中の交通安全指導ポイント

　子どもを交通事故から守るためには、繰り返し指導をする
ことが大切です。

①　信号機のある交差点での正しい渡り方
　信号の意味を理解し必ず守ること、青信号でもすぐには
渡らず、右左の安全を確かめることをしっかりと指導す
る。

②　飛び出しの危険性
　人が急に飛び出してきた場合に、走行中の自動車が急に
停車することは困難なことなど、飛び出しの危険性を具体
的に理解させ、道路に出るときは、立ち止まって安全を確
認することを指導する。

③　道路の歩き方
　歩行者は原則として、歩道や路側帯を通行しなければな
らないことや、歩道や路側帯が無い場合には道路の右端を
通行しなければならないことを指導する。

④　天候の悪いときの注意点
　雨や雪の日には、道路は見通しが悪いうえに滑りやすく
なるなど、多くの危険があることを指導する。
　また、傘で前方が見えなくならないように、傘をまっす
ぐ上に向けてさすよう指導する。
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２　高齢者の交通事故防止

　★高齢者の歩行中の交通事故
　全国的に見ると、高齢者の「歩行中」の交通事故は、自宅
周辺で多発しています。自宅周辺の道路は、普段から通り慣
れており、しかも、車の交通量が少ない道路であることが多
く、油断が生じやすくなることが要因の１つだと考えられま
す。通り慣れた道でも、油断せずに、注意することが大切で
す。
　高齢者の歩行者事故で多いのが、子どもと同様に、道路を
横断中の事故です。
　一般的に、道路横断時の歩行者の行動には、車が来ていな
いかどうかの「認知」、認知した車がどのような動きをする
のか、そして自分がどのような行動をとればよいのかの「判
断」、その判断に基づいての「行動」の３段階があります。
　この３段階の行動のうち、一つでもミスがあると交通事故
に遭遇する危険性が高くなります。
　高齢者の歩行者事故が多いのは、「接近してくる車の状況
把握ができない＝認知ミス」、「車の動きについての知識が
少ない＝判断ミス」、「身体機能の低下を十分に自覚してい
ない＝行動ミス」といった要因があるものと考えられます。
　
　★高齢者の横断中の交通事故

　高齢者の横断中の事故の中でも特に多いのが、「横断後
半」の交通事故です。
　道路を横断するとき、一方通行などの例外を除けば、横断
者から見てまず右側の安全を確認し、それから、横断後半の
左側からくる車について確認します。この横断後半の左側か
らくる車と衝突する交通事故が、高齢者は多くなっていま
す。
　その要因と対策としては、次のことが大切です。
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①　安全の見きわめ判断
　高齢者は、脚力の低下などにより歩行速度が自分で思っ
ている以上に遅くなっていることに加え、動体視力などの
視機能の低下によって、走ってくる車のスピードや自分と
の距離を目測で判断する能力も低下していることなどか
ら、安全の見きわめ判断を間違えやすくなります。
　道路を横断する際、走ってくる車が見えたときは、その
車が遠くに見えても、車が通りすぎるまで待ち、再度接近
してくる車がないことを確認してから横断するということ
を習慣づけることが大切です。
　特に、左側からくる車には、安全の見きわめ判断に注意
が必要です。

車の速度と停止距離の目安

20 40 60 80 100 120

20

40

60

80

100

km/h

m

空走距離　＋　　制動距離　＝　停止距離空走距離　＋　　制動距離　＝　停止距離

停止距離

空走距離 制動距離

危険発見 ブレーキ 停止
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②　夜間の危険性　　
　夜間には、車の直後から横断して、横断後半に左側から
やってきた車と衝突したという事故が多く見られます。
　夜間は、対向車のライトで運転者の目が眩惑されるた
め、直前になるまで発見することが困難になる「蒸発現
象」がその要因の一つです。
　走り去った車の直後の横断は、昼間ももちろん、夜間は
特に危険であることを認識することが重要です。

　また、車のライトは、対向車をまぶしさから守るため、
運転者から見て右側は左側に比べて照射距離が短くなって
おり、横断後半の歩行者には、車のライトがあまり照射さ
れず、運転者からの発見が遅れがちになります。
　横断者は、夜間、ドライバーから発見されやすくするた
めに、反射材を身につけることも重要です。
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３　自転車利用者の交通事故防止
　自転車を運転するために、運転免許は必要とされていませ
んが、道路交通法では、自転車は二輪車や自動車と同様に、
「車両」として扱われます。
　運転免許を持たない子どもや高齢者は、一時停止無視など
の違反を犯して、交通事故に遭うケースも多く、交通ルール
を知らないことが、自転車事故発生要因の一つです。

　★自転車安全利用５則

①　自転車は、車道が原則、歩道は例外
→児童や幼児、70歳以上の高齢者等が運転をするとき

や、車道通行が危険な場合には、例外的に歩道を通行
できます。

②　車道は左側を通行
　　→車道を走るときは、道路の左側を通行します。
③　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

→歩道を走るときは、車道寄りの部分を徐行しなければ
なりません。

④　安全ルールを守る
　　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　○夜間はライトを点灯
　　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

→夕暮れ時や夜間はライトを早めに点灯し、自転車の側
面や後部に反射材を取り付けましょう。

⑤　子どもはヘルメットを着用
→13歳未満の子どもを自転車に乗車させるときには、子

どもにヘルメットを着用させるよう努めなければなり
ません。
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４　夕暮れ時・夜間の交通事故防止

　★夕暮れ時の早め点灯の推進

●夕暮れ時の交通事故
　夕暮れ時は、１日の疲れが出て注意力が低下するととも
に、周囲が薄暗くなり始めるため、歩行者や自動車等の発見
が遅れがちになります。
　また、交通混雑とも重なり、交通事故が多発する傾向にあ
ります。

●時間別の交通事故発生状況
　平成20年から平成22年までの交通事故発生件数を時間別に
見ると、16時～18時の夕暮れ時が最も多く発生しています。

時間別交通事故発生件数（平成20年～平成22年）
件数（件）

時間（時）
0～ 2 4～ 6 8～ 10 12 ～ 14 16 ～ 18 20 ～ 22

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H20

H21

H22

計

H20 H21 H22 計
0～2 93 79 71 243
2～4 57 47 53 157
4～6 94 81 78 253
6～8 678 600 583 1861

8～10 957 885 858 2700
10～12 802 799 750 2351
12～14 726 675 662 2063
14～16 810 741 701 2252
16～18 1046 982 981 3009
18～20 719 709 706 2134
20～22 277 287 276 840
22～24 145 120 123 388

交通事故発生件数
最多時間帯（3,009 件）
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●夕暮れ時の早め点灯
　青森県では、夕暮れ時の交通事故を防止するため、夕暮れ
時のライトの早め点灯を推進しています。
　ライトの早め点灯目安時刻は、次のとおり月毎に設定され
ています。

夕暮れ時のライト点灯目安時刻

　　４月　→　１７：００　　１０月　→　１５：３０
　　５月　→　１７：３０　　１１月　→　１５：００
　　６月　→　１８：００　　１２月　→　１５：００
　　７月　→　１８：００　　　１月　→　１５：３０
　　８月　→　１７：００　　　２月　→　１６：００
　　９月　→　１６：３０　　　３月　→　１６：３０

※点灯目安時刻は、各月の日没約１時間前に設定していま
す。

　★夜間の交通事故防止

●夜間の交通事故
　夜間は見通しが悪く、運転者から歩行者がよく見えず、交
通事故の危険性も高まります。
　平成22年の夜間交通事故死者数38人のうち、７割以上の27
人が、歩行者が犠牲となる死亡事故でした。

●夜間歩行のポイント
①　夜間、道路を横断するときは、自動車の運転者等からよ
　く見えるように、道路照明のあるところなど明るい場所を
　選ぶ。
②　夜間は自動車の速度や距離感がわかりにくいので、自動
　車が来ないことを十分に確認してから横断する。
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③　夜間、黒っぽい服装をしていると、ライトを下向きに点
けた自動車が30ｍ手前まで近づいても、運転者からはよく
見えません。
　一方、反射材を着用すると、50ｍ以上離れていても、ラ
イトの光を反射して、よく目立ちます。
　反射材を身につけることによって、自分の存在を自動車
等に知らせ、事故の危険性を低くすることができます。
　反射材は、シール型やタスキ型、キーホルダー型など
様々あります。積極的に活用しましょう。

約26m

約38m

57m以上

黒っぽい服装

明るい服装

反射材着用
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１　飲酒運転事故の現状
　平成11年の飲酒運転による死者数は28人であったのに対
し、平成22年には３人で、飲酒運転による死亡事故は減少傾
向にはありますが、飲酒運転根絶に対する国民意識の高まり
の中でも、モラルに欠けた運転者がまだ存在しており、飲酒
運転は根絶されていません。

飲酒運転による交通事故死者数の推移

飲酒運転による交通事故発生件数の推移

第３　飲酒運転の根絶

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

死者数（人）

0

5

10
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20

25
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H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

件数（件）

0

50
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200
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２　飲酒運転とは
　道路交通法第65条第１項では、「何人も、酒気を帯びて車
両等を運転してはならない」と規定されています。
　自動車だけでなく自転車であっても、飲酒運転を禁止して
います。
　ただし、罰則を適用する際に、酒酔いか酒気帯びかの区分
があります。

○酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
　酒酔いは、血中・呼気中アルコール濃度に関係なくアル
コールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
かどうかで判断します。
　酒気帯びは、呼気中アルコール濃度が基準値以上あるかど
うかで判断します。
　つまり、実際に運転に支障が無いくらい意識がはっきりし
ていても、基準値を上回れば酒気帯び運転となります。

○アルコールが運転に及ぼす影響
　飲酒することにより、反応時間が長くなり、また、運転動
作が大きくなります。つまり、危険を感じてから対応するま
での時間が長くなり、また、ハンドル操作やアクセル操作が
大きくなります。
　このような影響から、飲酒運転による交通事故は、一般の
交通事故よりも致死率が非常に高くなっています。
　また、血中アルコール濃度などは、年齢、性別、体重、摂
取時間、摂取量、経過時間などの条件によって全く違いま
す。
　「少量なら大丈夫」、「何時間たったから大丈夫」などの
基準はありません。「飲んだら乗らない」が鉄則です。
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3　飲酒運転等に関する罰則

　★飲酒運転者等に対する罰則

　平成19年９月19日施行の改正道路交通法により、運転者に
対する罰則が次のとおり強化されました。

①　酒酔い運転
　５年以下の懲役または100万円以下の罰金
　※改正前　３年以下の懲役または50万円以下の罰金

②　酒気帯び運転
　３年以下の懲役または50万円以下の罰金
　※改正前　１年以下の懲役または30万円以下の罰金

　★飲酒運転を容認・助長等する行為に対する罰則

　平成19年９月19日施行の改正道路交通法により、飲酒運転
を容認・助長等することになる車両の提供等についても、次
のとおり罰則が強化されました。

①　酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある
　者に対する車両等の提供
（酒酔い運転の場合）５年以下の懲役または
　　　　　　　　　　100万円以下の罰金
（酒気帯び運転の場合）３年以下の懲役または
　　　　　　　　　　　50万円以下の罰金

②　飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の
　提供
（酒酔い運転の場合）３年以下の懲役または
　　　　　　　　　　50万円以下の罰金
（酒気帯び運転の場合）２年以下の懲役または
　　　　　　　　　　　30万円以下の罰金
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③　車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要
　求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
（酒酔い運転の場合）３年以下の懲役または
　　　　　　　　　　50万円以下の罰金
（酒気帯び運転の場合）２年以下の懲役または
　　　　　　　　　　　30万円以下の罰金

　★酒酔い運転等に対する免許欠格期間の延長

　平成21年６月１日施行の改正道路交通法により、悪質な違
反や行為で免許を取り消された者の免許を受けることができ
ない期間（欠格期間）が３年以上10年以下に延長されまし
た。
※（改正前）１年以上５年以下
※（欠格期間延長の対象となる違反・行為）
　故意による交通事故、酒酔い運転、救護義務違反（ひき逃
　げ）等
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第４ シートベルト･チャイルドシートの着用推進

１　シートベルトの着用推進
○シートベルトの必要性
　走行中の自動車が衝突すると、２つの衝突が発生します。
　まず、それまで走っていた速度から瞬時に時速０ｋｍの状
態になります。これが１つ目の衝突です。
　次に、自動車は止まっても、自動車の乗員には慣性の法則
が働き、乗員は車内構造物に激突するなど、体に強い衝撃が
加わります。これが２つ目の衝突です。
　シートベルトをしていないと、この２つの衝撃を受けるた
め、例えば、時速50ｋｍで壁に衝突した場合、乗員は高さ約
10ｍからコンクリートの地面に叩き付けられたのと同じ程度
の衝撃を受けます。
　また、時には車外に放出されることもあります。
　なお、平成20年６月施行の改正道路交通法により、全ての
座席のシートベルト着用が義務化されました。

○シートベルトの正しい着用方法
　シートベルトを正しく着用しないと、その効果が半減した
り、時にはシートベルトを間違って着用していたために、危
険を招くこともあります。

　★シートベルト着用の基本は次の４点です

　①　正しい運転姿勢で座る
　②　腰ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかける
　③　肩ベルトは首、あご、顔にあたらないよう調節する
　④　ねじれやたるみがないかを確認する
　　※腰ベルトがおなかにかかっていると、内臓破裂
　　　などの原因になることがあります。 
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２　チャイルドシートの着用推進
○チャイルドシートの必要性
　シートベルトは成人の体格と体力を基準として設計されて
いるため、子どもを安全に乗車させるためには、子どもの体
格に合わせたチャイルドシートが必要です。

　★チャイルドシートの主な役割は次の４点です

●チャイルドシートの種類
　チャイルドシートは、新生児から児童までの、体重が36kg
以下の子どもに対して使用し、次の３種類があります。
　それぞれのシート選びのポイントは、子どもの体格と発育
に合わせ、より安全に、より快適に使用できるようなシート
を選ぶことが大切です。

①　乳児用シート
　主として１歳くらいまでの乳児期の子どもを、後ろ向き又
は寝かせた状態にして定置するものです。
　
対象：体重10kg未満、
　　　身長70cm以下
特徴：後ろ向きで背面拘束すること

で、首が据わっていない乳幼児
を頭部から背中にかけて身体全
体で支えるようにします。

　①　子どもを車外放出から守る
　②　衝突の衝撃を身体の大きな部分で受け止め、骨格
　　の強い部分（腰、背中、肩等）に加重を分散させる
　③　車内構造物や同乗者などへの衝突を防止する
　④　急ブレーキや急カーブでの車内転倒事故を防止する
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②　幼児用シート
　主として１歳から４歳くらいまでの幼児をシートベルトに
よって直接拘束しないもので、前向きに定置するものです。

対象：体重９kg～18kg、
　　　身長60～100cm
特徴：幼児の首が据わり、自分で

座れるようになったら、幼
児用シートに交換します。
幼児をシートベルトによっ
て直接拘束しないで、ハー
ネス等により拘束します。

③　学童用シート
　主として４歳から10歳くらいまでの子どもに対して、シー
トベルトを使えるようにする補助シートです。

対象：体重15～36kg、
　　　身長140cm以下
特徴：シートそのものには体を固

定する機能はなく、子ども
が自動車のシートベルトを
正しい位置で使用できるよ
うにする補助装置です。

　※チャイルドシートの種類は以上の３種類が基本ですが、
　　その他にも兼用シートとして、乳児・幼児兼用シートや
　　幼児・学童兼用シートがあります。
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第５　交通事故にあったら

１　交通事故にあったらまずすること
　交通事故にあうと慌ててしまいます。
　まずは落ち着いて行動することが大切です。

①　負傷者を救護する
  １１９番通報を行い、救急車等が到着するまでの間、ガーゼ
や清潔なハンカチで止血するなど、可能な応急手当をする。
　頭を強く打った場合などは、あまり動かさないようにす
る。
　
②　道路における危険を防止する
　事故の続発を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所
に車を移動し、エンジンを切る。

③　警察官に報告する
  交通事故が発生した日時、場所、負傷者数、負傷の程度等に
ついて、警察官に報告し指示を受ける。
　交通事故に係る車両の運転者等は、警察へ報告する義務が
あります。また、警察に届出をしていない事故については、
交通事故証明書が交付されません。
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２　交通事故の相談について
　交通事故にあうと、示談の仕方や賠償額の算定など、とま
どうことばかりです。
　以下の機関では、無料で相談に応じています。

①　青森県交通事故相談所（青森県庁舎北棟１階）　
　　電話：０１７－７３４－９２３５
　県が設置している相談所です。専門の相談員が無料で相談
に応じます。電話や面接による相談を行っています。
○相談受付日：月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）

②　(財)日弁連交通事故相談センター相談所（青森市）
　　電話：０１７－７７７－７２８５
　自賠責保険や自動車保険に関する相談を受け付けていま
す。相談日、相談時間をあらかじめお問い合わせのうえお出
かけください。

③　自動車保険請求相談センター（青森市）
　　電話：０１７－７２２－１０２５
　自賠責保険や自動車保険に関する相談を受け付けていま
す。
○相談受付日：月曜～金曜
　（祝日、年末年始を除く）

事
故
相
談
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第６　参考資料

１　平成22年の交通事故発生状況と推移
○交通事故発生件数・負傷者数
　交通事故発生件数は、5,842件で前年比163件の減少、交通
事故負傷者数は、7,162人で前年比320人の減少となりまし
た。

○交通事故発生件数・負傷者数の推移
　交通事故発生件数・負傷者数は、平成14年以降、９年連続
で減少しており、昭和53年以降で最少を記録しました。
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負傷者数

発生件数

件数（件）
負傷者数（人）

9年連続減少

発生件数最多年
（平成 13年）9,450 件

負傷者数最多年
（平成 13年）11,927 人

年 発生件数 負傷者数
S20 52 36
S21 75 103
S22 135 154
S23 227 223
S24 259 166
S25 310 255
S26 419 385
S27 518 402
S28 628 397
S29 870 647
S30 987 810
S31 1152 826
S32 1565 1198
S33 1869 1546
S34 2183 1780
S35 2430 1993
S36 2779 2216
S37 2125 1858
S38 2202 1934
S39 2448 2402
S40 2124 2357
S41 2336 3005
S42 4492 5452
S43 6192 7627
S44 7428 9291
S45 7998 10190
S46 8448 10916
S47 7889 10313
S48 6646 8378
S49 6262 7910
S50 5806 7385
S51 4947 6388
S52 4557 5901
S53 6120 7564
S54 7670 9572
S55 7430 9159
S56 7122 8795
S57 7901 9641
S58 8234 10196
S59 8224 10111
S60 7927 9737
S61 7715 9459
S62 7250 8952
S63 7187 8823

平成元年 7273 9016
H2 7728 9483
H3 7625 9309
H4 7796 9486
H5 8159 9919
H6 8106 9856
H7 8322 10010
H8 8276 9982
H9 8261 9961
H10 8352 10032
H11 8744 10480
H12 9191 11490
H13 9450 11927
H14 9126 11514
H15 9100 11473
H16 8601 10927
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○交通事故死者数
　交通事故死者数は、66人で前年比16人の増加となりまし
た。

○交通事故死者数の推移
　交通事故死者数は、昭和47年の238人をピークに、年々減
少傾向で推移し、平成21年には、現在の交通事故統計が採用
された昭和41年以降最小を記録しました。
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高齢死者構成率が
初めて 5割を超える
（平成 17年）

死者数最悪年
（昭和 47年）238 人

死者数（人） 年 死者数
S20 16
S21 33
S22 61
S23 79
S24 54
S25 64
S26 75
S27 64
S28 80
S29 83
S30 84
S31 93
S32 84
S33 99
S34 132
S35 139
S36 148
S37 154
S38 123
S39 124
S40 97
S41 169
S42 152
S43 192
S44 192
S45 205
S46 197
S47 238
S48 186
S49 136
S50 157
S51 136
S52 138
S53 156
S54 128
S55 135
S56 134
S57 150
S58 112
S59 111
S60 121
S61 127
S62 128
S63 144

平成元年 143
H2 136
H3 136
H4 152
H5 147
H6 136
H7 137
H8 139
H9 129
H10 131
H11 130
H12 128
H13 110
H14 103
H15 104
H16 103
H17 79
H18 68
H19 92
H20 62
H21 50
H22 66
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２　高齢者の交通事故の現状
　交通事故統計上「高齢者」とは、65歳以上の方を言いま
す。高齢者の交通事故負傷者数は、平成16年以降年々減少し
ているものの、全死者に占める高齢者死者数の割合は、平成
17年以降、5割を越えており、相対的に見ると高齢者の死亡事
故は増加傾向にあります。
　高齢者事故の特徴としては、自転車乗用中、歩行中の死亡
事故が半数以上を占めています。

高齢者の交通事故死者数の推移

高齢者の交通事故負傷者数の推移
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３　子どもの交通事故の現状
　子どもの交通事故は、負傷者数は年々減少傾向にあるもの
の、死者数は、平成15年から０～２人の間で推移していま
す。
　事故の特徴としては、下校時から夕方までの時間帯に多発
する傾向にあり、その多くが自宅周辺で発生しています。
　また、状態別では、小学生は歩行中、中学生は自転車乗用
中が多くを占めています。

子どもの交通事故死者数の推移

子どもの交通事故負傷者数の推移
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４　自転車乗用中の交通事故の現状
　自転車乗用中の交通事故負傷者数は、平成21年に1,000人
を下回り、減少傾向にあります。
　死者数は、平成20年が過去10年で最多の13人、うち高齢者
が10人となっております。

自転車乗用中の交通事故死者数の推移

                          
自転車乗用中の交通事故負傷者数の推移
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５　交通安全教育指針（抜粋）

平成10年国家公安委員会告示第15号　

　交通安全教育を行う者は、これを効果的かつ適切に行うた
め、以下の事項に留意する必要がある。

１　交通安全教育の意義についての理解
　交通安全教育の指導を行う者（以下「指導者」という。）
は、交通安全教育が道路交通の安全を確保するための重要な
手段であること及び交通安全に関する施策全体における交通
安全教育の役割を理解するとともに、担当部分の交通安全教
育の体系における位置付け、達成目標等を十分に把握した上
で、交通安全教育を実施することが必要である。

２　受講者の特性等に応じた教育の内容及び方法の選択
　交通安全教育のカリキュラムを策定したり、指導事項を選
定したりするに当たっては、年齢、主な通行の態様、業務
の態様等の交通安全教育を受ける者（以下「受講者」とい
う。）の特性に応じたものにするとともに、地域の道路及び
交通の状況、実施時期、天候等に配慮することが必要であ
る。
　なお、交通安全教育のカリキュラムを策定して交通安全教
育を行う場合は、カリキュラムに従ってその内容及び方法を
設定することとし、また、カリキュラムを策定せずに交通安
全教育を行う場合は、指導の時点において適当と考えられる
事項を選定して指導することとする。

３　受講者の理解を深める交通安全教育の実施
　受講者が自ら進んで交通ルール（道路交通に関して法令に
定められた決まり事をいう。以下同じ。）を遵守し、交通マ
ナー（道路及び交通の状況に応じて、配慮しなければならな
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い事項（交通ルールを除く。）をいう。以下同じ。）を実践
できるようにするためには、単に受講者に交通ルール等（交
通ルール及び交通マナーをいう。以下同じ。）を覚えさせ、
これらを遵守し、実践するよう指導するだけではなく、交通
ルール等が交通の秩序を維持し、交通事故を防止するため果
たす役割を理解させる必要がある。
　そこで、指導者は、交通安全教育の実施に当たっては、そ
れぞれの交通ルール等が定められている理由を示し、これら
を守らない場合の危険及び周囲の人への迷惑について具体的
に説明するなど、受講者の理解を深めるよう努めることが必
要である。また、指導者は、交通安全教育を進めるに当たっ
ては、受講者と共に交通安全について考え、必要により受講
者間で話合いをさせるなど、受講者が自ら考えることにより
教育の内容を理解できるように教育手法を工夫するととも
に、適宜質問を発するなど常に受講者の習得の程度を把握し
ながら交通安全教育を進めるよう配慮する必要がある。

４　参加・体験・実践型の教育手法の活用
　受講者が、安全に道路を通行するために必要な技能及び知
識を体験に基づいて習得し、その必要性を理解できるように
するため、参加・体験・実践型の教育手法を積極的に活用す
ることが必要である。例えば、実際に道路外のコースで自動
車等（自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。）若し
くは自転車を運転させ、又は歩行者としてコースを通行させ
ることにより、技能及び知識の習得の程度を認識させたり、
実験により自動車の死角、内輪差（右左折する場合又はカー
ブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることによる前
後輪の軌跡の差をいう。以下同じ。）、制動距離、シートベ
ルトの効果等を確認させたり、ビデオ等の視聴覚教材又はシ
ミュレーターを用いて交通事故の発生する状況等を間接的又
は擬似的に体験させたりするなど、様々な工夫をすることが
望ましい。
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５　交通安全教育の効果の測定
　交通安全教育は、常にその効果を測定しながら実施するこ
とが必要である。受講者に対して、実施前及び実施後にアン
ケート等を行って技能及び知識に関する習得の程度を把握し
たり、交通安全教育の受講者の交通事故発生状況と未受講者
のそれとを比較したりすることにより、交通安全教育の効果
を確認し、必要に応じて教育の方法、利用する教材等を見直
すなど、常に効果的な交通安全教育が実施できるようにする
必要がある。

６　社会情勢等に応じた交通安全教育の内容の見直し
　交通安全教育の具体的な内容は、社会情勢等の変化に対応
したものでなければならない。このため、指導者は、交通事
故の発生状況の推移、道路交通に関する制度改正の動向等に
ついて情報収集を常に行い、必要に応じて教育の内容を見直
すことが必要である。

７　受講者のプライバシーへの配慮
　受講者が安心して交通安全教育を受けられるようにするた
め、交通安全教育の実施に関して知り得た受講者の自動車の
運転に関する経歴等の取扱については、プライバシー保護の
観点から十分な注意を払う必要がある。

８　関係機関・団体相互の連携（省略）
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６　交通安全関係機関・団体（平成23年４月現在）

○各市町村交通安全担当課

市町村名 担当課名 電話番号           

青森市 生活安心課 017-734-5258      
弘前市 市民生活課 0172-35-1111      
八戸市 防犯交通安全課 0178-43-9218      
黒石市 市民環境課 0172-52-2111      
五所川原市 環境対策課 0173-35-2111      
十和田市 生活環境課 0176-51-6725      
三沢市 生活安全課 0176-53-5111      
むつ市 環境対策課 0175-22-1111      
つがる市 総務課 0173-42-2111      
平川市 総務課 0172-44-1111      
平内町 町民課 017-755-2113      
今別町 総務課 0174-35-2001      
蓬田村 総務課 0174-27-2111      
外ヶ浜町 総務課 0174-31-1111      
鰺ヶ沢町 町民生活課 0173-72-2111      
深浦町 町民課 0173-74-2111      
西目屋村 総務課 0172-85-2111      
藤崎町 総務課 0172-75-3111      
大鰐町 住民生活課 0172-48-2111      
田舎館村 総務課 0172-58-2111      
板柳町 健康福祉課 0172-73-2111      
中泊町 総務課 0173-57-2111      
鶴田町 町民生活課 0173-22-2111      
野辺地町 総務課 0175-64-2111      
七戸町 総務課 0176-68-2111 
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○各警察署

市町村名 担当課名 電話番号           

六戸町 総務課 0176-55-3111      
横浜町 総務課 0175-78-2111      
東北町 総務課 0176-56-3111      
六ヶ所村 総務課 0175-72-2111      
おいらせ町 総務課 0178-56-2166      
大間町 総務課 0175-37-2111      
東通村 総務課 0175-27-2111      
風間浦村 総務課 0175-35-2111      
佐井村 総務課 0175-38-2111      
三戸町 総務課 0179-20-1111      
五戸町 総務課 0178-62-2111      
田子町 町民課 0179-20-7113      
南部町 住民生活課 0179-34-2111      
階上町 町民課 0178-88-2119      
新郷村 総務課 0178-78-2111     

警察署名 電話番号           

青森警察署 017-723-0110      
八戸警察署 0178-43-4141      
弘前警察署 0172-32-0111      
五所川原警察署 0173-35-2141      
（金木分庁舎） 0173-53-2117      
黒石警察署 0172-52-2311      
（大鰐分庁舎） 0172-48-2241      
十和田警察署 0176-23-3195      
三沢警察署 0176-53-3145   



交
通
安
全
編

第
２
章

54

警察署名 電話番号           

むつ警察署 0175-22-1321      
野辺地警察署 0175-64-2121      
つがる警察署 0173-42-3150      
三戸警察署 0179-22-1135      
鰺ヶ沢警察署 0173-72-2151      
七戸警察署 0176-62-3101      
青森南警察署 0172-62-4021      
外ヶ浜警察署 0174-22-2211      
五戸警察署 0178-62-3241      
板柳警察署 0172-73-3151      
大間警察署 0175-37-2211

 

○（財）青森県交通安全協会
　※交通安全協会の各支部については、
　　警察署へお問い合わせください。

017-782-5012      

○青森県交通安全母の会連合会
　※交通安全母の会については、市町村
　　担当課へお問い合わせください。

017-766-3458      

○（社）青森県安全運転管理者協会 017-773-3518  




